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改訂版

本マニュアルは、食鶏に関する新たな知見や関係機関からの
意見等を踏まえ、適宜見直しを行い、防疫対策の基本方針と
する。
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第１ 　目　　　的

第２ 　防疫の基本方針

（１） 　防疫措置の根拠

（２） 　防疫体制

別紙１ 株式会社クリチク防疫体制組織図参照

　このマニュアルは、株式会社　クリチク　（以下、㈱クリチクという。）　集
鳥関係における防疫措置を、迅速かつ適切に実施するための対応を定
めるものである。

　㈱クリチクの防疫措置は、法律並びに国の指針及び群馬県の指針を
遵守し、本マニュアルに基づき実施する。

　㈱クリチクの防疫体制は、代表取締役を統括責任者として（１）集鳥部
門、（２）処理部門、（３）品質管理・輸送部門、（４）加工・包装部門のそ
れぞれに責任者を配置し、指揮するものとする。

　本マニュアルの実効性を高めるため、新たな知見や関係機関からの
意見等を踏まえ、四半期毎に協議する。
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第３ 　防疫措置

（１） 　準備段階（集鳥・移動他）における対応

①　 翌日以降の集鳥・移動農場との連絡

②　 車両、容器（コンテナ、ラック）、器材の消毒

③　 車両は消毒後、所定の待機場所に保管する。

消毒場所にて容器積載後、車両全体（運転席、マット
他を含む）及び容器を動噴にて消毒する（消毒薬：ﾛﾝ
ﾃｸﾄ1000倍希釈）。

農場における消毒場所、方法の確認とその他指示の
確認。
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（２） 　作業日当日出発時における対応

①　

殺菌・乾燥済みのつなぎ服、帽子、手袋、長靴

②　 車両、容器、器材の点検を行う。

③　

私服をユニホームに着替え、殺菌・乾燥室に保管されている専
用のつなぎ服、帽子、手袋、長靴を用意し、出発の準備を行
う。

農場へ向かう車両は、車両消毒ゲートにより消毒を行う。（消毒
薬：ﾛﾝﾃｸﾄ1000倍希釈）。

※鶏舎水洗作業に関しては器材持込の場合、担当責任者は
動噴他器材の消毒・点検・修理を事前に行う。
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（３） 　農場到着時における対応

①　

②　 食鳥検査制度に伴う関係書類の回収・確認。
回収書類：「食鳥検査制度にともなう報告書」

③　 ポジティブリスト制度に伴う関係書類（入荷鶏管理票）の回収・確認。
回収書類：「入荷鶏管理票」
（ポジティブリスト制度及び販売トレサビリティーに対応するため。）

④　

※

（４） 　集鳥業務における対応

①　

②　 当該鶏舎の集鳥時に逃げた鶏は、必ず補鳥し残さない。

③　 当該鶏舎以外の場所には、立ち入らない。

（５） 　農場出発時における対応

①　 当該鶏舎入口の封鎖。

②　 集鳥で使用したつなぎ服、帽子、手袋をまとめて袋に収納し、
ユニホームに着替え、長靴は履き替える。

各車両毎に指定の消毒場所において、指定の方法により消毒
を実施する。

作業者は、ユニホームから作業用の衣服、長靴に履き替え、農
場指定の踏み込み消毒槽を使用して、当該鶏舎にて作業を行
う。

当該鶏舎に再入場する場合には、各農場指定の踏み込み消
毒槽を使用する。

これらの回収した関係書類につきましては上記以外の目的で
は使用しません。

※書類内容の死亡羽数欄に異常が見られた場合はクリチクに
連絡し、指示があるまで作業を開始せず待機する。
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（６） 　処理場到着時における対応

①　 食鳥検査制度及びその他関係書類を食鳥検査員に提出。

②　

殺菌・乾燥室

殺菌用オゾン発生機【クリーンエース　CL-F型】

農場で作業時に使用したつなぎ服、帽子、手袋、長靴は洗浄・
消毒後、殺菌乾燥室に保管・管理する。
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③　

コンテナ洗浄機

コンテナの中の卵殻やゴミを除去し、洗浄する。

④　 車両を洗浄し、指定の場所に保管する。

容器（コンテナ・ラック等）の洗浄、消毒（消毒薬：パコマ500倍
希釈）。
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第４ 記録と報告

（１） 　記録

①　 作業報告書の作成

・ 出発・作業開始・作業終了・到着時間

・ 農場名、集鳥羽数

・ 使用車両

・ 要員数

・ 特記事項

②　 車両走行記録の作成

・ 走行ルート

・ 走行距離等

③　 殺菌・乾燥室チェックリストへの記入

④　 翌日使用車両・器材チェックリストで確認

（作業現場における作業内容や破損・人身事故等及
び要請・業務連絡事項等について）
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（２） 　報告

①　 食鳥検査制度の申請書を検査員に提出する。

②　 ポジティブリスト制度に伴う書類（入荷鶏管理票）を処理部門に提出する。

③　 関係事項があった場合の報告

・ 作業現場における破損・車両事故

・ 作業内容における要請及び業務連絡事項等

④　 翌日以降の業務計画書の提出

・ 農場名

・ 業務内容と名簿

・ 出発時間

・ 使用車両

・ 使用器材
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改訂版

・クリチク全体の防疫管理及び指導

・防疫に関する情報の収集及び伝達

・工場内の各部門の防疫対策における確認・管理

・工場外側設備（浄化槽・排水溝・駐車場等）の衛生管理

・工場外防疫対策機器（車両消毒機・殺菌室等）の管理

・食鳥検査員との検査確認

株式会社クリチク　防疫体制組織図

統括責任者

栗原　俊夫

監査役

早瀬　義明 管理責任者

・組合の防疫運営における監
査及び指導

柳沢　幹一

・時代のニーズに合わせた防
疫対策の提案

・年間監査計画書及び監査報
告書の作成 工場部門

責任者　松原　利浩

商品管理・輸送部門 加工・包装部門 処理部門 集鳥部門

責任者　岡田　一茂 責任者　鹿内　敏晃 責任者　品川　考元 責任者　田端　明夫

・工場内　加工・包装部にて使
用される機器・作業場の衛生
管理（清掃・殺菌・消毒）

・中抜き検査ライン上の機械及
び処理場内の衛生管理

・工場出発→養鶏場での作業
→工場への搬入以上、一連の
工程内の防疫管理

・冷蔵・冷凍庫及び商品管理ラ
インの衛生管理（清掃・殺菌・
消毒）

平成18年6月27日

・配送担当者への衛生対策に
おける伝達・指導

・作業方法の衛生面における
一律化及び改善

・防疫対策機器（車輌消毒機・
殺菌室等）・集鳥作業車・作業
器材（ラック・コンテナ・作業服
等）の衛生管理


